
column

　
去
る
四
月
七
日
、
天
皇
皇
后

両
陛
下
に
お
か
せ
ら
れ
ま
し
て

は
、
玉
砕
の
島
・
硫
黄
島
に
て

慰
霊
の
祈
り
を
捧
げ
ら
れ
ま

し
た
。
今
後
は
沖
縄
（
六
月
四

日
）・
原
爆
投
下
地
の
広
島

（
六
月
十
九
日
）・
長
崎
に
も

行
幸
啓
遊
ば
さ
れ
る
予
定
だ

さ
う
で
す
。

　
顧
み
れ
ば
、
大
東
亜
戦
争
が

開
戦
し
た
の
は
昭
和
十
六
年

十
二
月
八
日
の
こ
と
で
し
た
。

　
鵜
戸
神
宮
で
は
同
年
十
二

月
十
九
日
に
、
天
皇
陛
下
の

ご
名
代
（
勅
使
）
と
し
て
長
船

克
己
宮
崎
県
知
事
を
お
迎
へ

し
、
「
宣
戦
奉
告
祭
」
を
斎
行

し
て
ゐ
ま
す
。
「
日
向
日
日

新
聞
」
（
昭
和
十
六
年
十
二
月

十
九
日
付
）
は
、
潔
斎
の
後
に

衣
冠
装
束
に
威
儀
を
正
し
た

長
船
知
事
が
、
「
神
前
に
拝
礼

朗
々
と
御
祭
文
を
奏

じ
、
親
し
く
宣
戦
の
こ

と
を
御
報
告
、
聖
戦
完

遂
に
神
明
の
加
護
を
深

く
祈
念
し
奉
る
」
と
報

じ
て
ゐ
ま
す
。
な
ほ
、

開
戦
時
の
鵜
戸
神
宮
宮

司
は
伊
東
畯
次
郎
で
し

た
が
、
同
十
七
年
三
月

よ
り
永
友
宗
清
（
同
二
十
三
年

三
月
迄
）
が
務
め
て
ゐ
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
戦
局
は
日
を

追
ふ
ご
と
に
悪
化
し
て
い
き
ま

し
た
。

　
参
拝
者
も
殆
ど
な
く
、
祭

典
用
の
神
饌
す
ら
も
事
欠
く

状
況
と
な
つ
て
ゐ
ま
し
た
、
そ

こ
で
、
こ
の
窮
状
を
見
か
ね
た

氏
子
た
ち
が
行
動
に
で
ま
し

た
。
配
給
さ
れ
た
貴
重
な
食
料

を
持
ち
よ
り
、
「
行
事
祭
典

の
遂
行
維
持
に
努
め
守
護
し

奉
っ
た
」
（
『
郷
土
鵜
戸
の
史

的
歩
み
』
と
い
ふ
の
で
す
。
ま

た
同
二
十
年
三
月
の
日
南
市

の
空
襲
の
折
に
は
、
境
内
に

ま
で
飛
行
機
の
銃
撃
が
及
ん

だ
と
の
こ
と
で
す
。
ご
本
殿

が
鎮
座
し
て
ゐ
る
洞
窟
上
が

爆
撃
で
も
さ
れ
た
こ
と
な
ら

大
惨
事
で
し
た
。
こ
の
事
を

危
惧
し
た
の
が
、
飫
肥
警
察

署
長
で
あ
つ
た
杉
山
機
知
郎

で
す
。

　
杉
山
署
長
は
、
「
鵜
戸
神
宮

は
官
幣
大
社
で
し
た
の
で
、
そ

の
御
神
体
の
護
持
に
大
変
神

経
を
使
い
ま
し
た
。
い
ざ
と
い

う
時
に
は
、
北
郷
の
郷
之
原
神

社
に
御
神
体
を
移
す
と
い
う

計
画
を
し
て
い
た
」
と
の
こ
と

で
す
（
『
日
南
市
史
』
）
。

　
幸
ひ
御
神
体
の
遷
御
は
せ

ず
に
終
戦
を
迎
へ
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
が
、
戦
時
下
と
い
ふ

国
家
存
亡
の
機
に
あ
た
り
、

日
々
の
祭
典
に
不
備
を
き
た

さ
ぬ
や
う
神
饌
を
持
ち
寄
つ
た

氏
子
や
、
ご
神
体
護
持
に
心
を

砕
い
た
警
察
署
長
ら
の
敬
神

の
念
は
、
銘
記
さ
れ
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　
時
恰
も
今
年
は
大
東
亜
戦

争
終
結
よ
り
八
十
年
の
節
目

の
年
で
す
。
心
な
ら
ず
も
戦
禍

に
斃
れ
ら
れ
た
多
く
の
ご
英
霊

な
ど
に
対
し
感
謝
の
誠
を
捧

げ
た
い
と
思
ひ
ま
す
。

（
宮
司
・
黒
岩
昭
彦
）
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〇
年



号
は
、
鵜
戸
神
宮
に
と
り
ま
し

て
記
念
す
べ
き
社
報
「
鵜
戸
」

一
〇
〇
号
で
す
。

　
創
刊
は
五
十
六
年
前
の
昭
和
四
十
四

年
四
月
一
日
付
で
、
時
の
宮
司
は
長
友

安
美
で
す
。
「
御
神
威
を
畏
み
て
」
に

て
、
「
昭
和
御
改
修
を
記
念
し
て
社
報

「
鵜
戸
」
を
発
刊
す
る
こ
と
と
致
し
ま

し
た
」
と
書
い
て
ゐ
ま
す
。
昭
和
三
十

七
年
に
発
足
し
た
「
鵜
戸
神
宮
造
営

奉
賛
会
」
に
お
け
る
大
改
修
事
業
を

お
こ
な
つ
て
を
り
、
昭
和
四
十
三
年

七
月
十
三
日
に
は
、
本
殿
改
修
の

「
正
遷
座
奉
祝
祭
」
を
斎
行
し
て
ゐ
ま

す
。
つ
ま
り
、
ご
内
帑
金
を
始
め
造
営

奉
賛
会
寄
附
金
を
以
て
造
営
し
た
こ
と

を
契
機
に
、
「
此
の
社
報
を
通
じ
て

崇
敬
者
の
皆
様
方
に
鵜
戸
山
の
社
務
の

近
況
を
お
知
ら
せ
す
る
」
こ
と
が
目
的

と
い
ふ
の
で
す
。

　
　 
◆
　
　
　
◆
　
　
　
◆

報
を
刊
行
す
る
目
的
は
三
つ
あ

る
と
思
ひ
ま
す
。

　
一
つ
は
社
報
を
通
じ
神
社
の
神
事
や

行
事
を
知
ら
せ
る
こ
と
で
、
氏
子
や

崇
敬
者
の
方
々
へ
の
教
化
活
動
に
あ
て

る
役
割
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
神
社
の

活
動
等
の
記
録
保
存
で
す
。
そ
し
て

三
つ
目
が
、
認
知
度
向
上
の
広
報
と
い
ふ

目
的
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ

な
ど
瞬
時
に
情
報
を
発
信
で
き
る
広
報

媒
体
が
昨
今
は
発
達
し
、
神
社
側
か
ら

発
信
せ
ず
と
も
個
人
単
位
で
の
情
報
が

溢
れ
か
へ
つ
て
ゐ
ま
す
。
ま
し
て
や
、

年
二
回
の
刊
行
と
な
れ
ば
、
な
ほ
さ
ら

情
報
遅
れ
と
な
り
ま
す
。

　
こ
の
三
つ
の
社
報
刊
行
の
目
的
の
な

か
で
、
小
職
が
最
も
大
切
に
し
て
ゐ
る

の
は
、
二
の
「
活
動
等
の
記
録
保
存
」

で
す
。
毎
回
随
筆
を
執
筆
し
て
ゐ
ま
す

が
、
そ
の
手
助
け
と
な
つ
て
く
れ
る
の

が
過
去
の
社
報
だ
か
ら
で
す
。

　
　
◆
　
　
　
◆
　
　
　
◆

　

例
を
挙
げ
れ
ば
、
「
鵜
戸
」
三

十
一
号
（
平
成
三
年
一
月
一
日

付
）
と
三
十
二
号
（
同
年
七
月
一
日

付
）
に
掲
載
さ
れ
た
、
「
「
一
本
杉
」

折
れ
る
」
と
「
一
本
杉
の
根
元
幹
・
枝

保
存
」
と
い
ふ
写
真
入
り
記
事
で
す
。

宮
司
就
任
し
て
間
も
な
い
頃
、
社
務
所

か
ら
儀
式
殿
へ
の
渡
り
廊
下
の
奥
ま
つ

た
処
に
、
老
杉
の
枝
が
飾
ら
れ
て
ゐ
る

こ
と
に
気
付
き
、
不
思
議
に
思
つ
て
ゐ

ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
記
事
に
出
く

は
し
た
こ
と
で
、
こ
の
老
杉
の
枝
が
、

平
成
二
年
九
月
十
八
日
か
ら
十
九
日
午

前
に
か
け
襲
来
し
た
台
風
十
九
号
の
被

害
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
つ
た

の
で
す
。
更
に
三
十
六
号
に
は
、
氏
子

の
平
下
与
平
氏
が
一
本
杉
の
枝
を
「
挿

木
」
に
育
て
、
平
成
五
年
一
月
に
、
そ

の
う
ち
の
八
本
を
倒
木
し
た
参
道
脇
に

植
樹
し
た
と
い
ふ
の
で
す
。
こ
の
三
つ

の
記
事
に
触
発
さ
れ
書
い
た
随
筆
が
、

九
十
五
号
「
「
一
本
杉
」
の
命
脈
」

（
令
和
五
年
一
月
一
日
付
）
で
す
。

　
ま
た
、
行
事
を
催
す
き
つ
か
け
と

な
つ
た
例
と
し
て
は
、
七
十
九
号
（
平

成
二
十
七
年
一
月
一
日
付
）
に
掲
載
さ

れ
た
本
部
雅
裕
前
宮
司
の
挨
拶
記
事
が

あ
り
ま
す
。
延
岡
市
で
開
催
さ
れ
た

「
第
十
八
回
天
下
一
薪
能
」
に
て
上
演

さ
れ
た
「
鵜
羽
」
を
紹
介
し
た
も
の

で
、
こ
れ
に
よ
り
、
世
阿
弥
作
の
「
鵜

羽
」
と
い
ふ
鵜
戸
神
宮
所
縁
の
お
能
の

存
在
を
知
つ
た
の
で
す
。
令
和
六
年
五

月
四
日
に
、
観
世
流
の
大
槻
文
藏
師
の

協
力
の
下
に
上
演
で
き
た
背
景
に
は
、

こ
の
社
報
記
事
が
あ
つ
た
の
で
す
。

　
　 

◆
　
　
　
◆
　
　
　
◆

に
も
、
二
号
に
掲
載
さ
れ
た

宮
田
久
真
造
氏
の
「
鵜
戸
神
宮

御
神
幸
を
お
迎
へ
し
て
」
の
記
事
よ

り
、
か
つ
て
、
「
海
上
御
神
幸
祭
」
と

い
ふ
鵜
戸
港
か
ら
油
津
港
ま
で
の
海

上
を
数
十
隻
の
漁
船
を
連
ね
渡
御
す

る
、
勇
壮
な
夏
祭
り
が
斎
行
さ
れ
て

ゐ
た
こ
と
を
知
る
の
で
す
。
ま
た
、
四

号
に
は
「
初
詣
で
賑
う
―
初
の
お
ち
ち

あ
め
湯
接
待
」
と
い
ふ
記
事
が
あ
り

ま
す
。
祈
願
を
受
け
た
方
や
正
月
期
間

に
休
憩
所
に
て
出
し
て
ゐ
る
「
ア
メ

湯
」
は
、
昭
和
四
十
五
年
元
旦
か
ら
始

め
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
し
て
二
十
四
号

の
「
第
一
回
シ
ャ
ン
シ
ャ
ン
馬
道
中
唄

全
国
大
会
を
開
催
」
の
記
事
か
ら
、
大

会
開
始
の
経
緯
が
窺
へ
ま
す
。

　
か
く
見
て
ゆ
け
ば
、
社
報
刊
行
の

目
的
は
明
確
と
な
り
、
後
進
に
の
こ
す

べ
き
記
事
も
見
え
て
き
ま
す
。

　
令
和
以
降
で
あ
れ
ば
、
何
と
い
つ
て

も
コ
ロ
ナ
禍
の
記
録
で
せ
う
し
、
令
和

五
年
に
実
施
し
た
「
う
さ
ぎ
年
奉
祝

事
業
」
（
鵜
戸
神
宮
の
神
使
は
ウ
サ
ギ

と
さ
れ
る
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
で
せ

う
。
ま
た
最
近
で
は
、
大
型
ク
ル
ー
ズ

船
の
油
津
寄
港
の
際
の
外
国
人
参
拝

の
急
増
な
ど
記
録
す
べ
き
事
柄
だ
と

思
ひ
ま
す
。

　
　
◆
　
　
　
◆
　
　
　
◆

千
年
の
歴
史
を
紡
い
で
き
た

鵜
戸
神
宮
に
は
の
こ
し
て
ゆ
く

べ
き
信
仰
の
記
録
が
山
の
や
う
に
あ
り

ま
し
た
が
、
昭
和
四
十
五
年
七
月
の

社
務
所
火
災
に
よ
り
焼
失
し
、
そ
の

全
容
が
今
と
な
つ
て
は
判
ら
ず
仕
舞
ひ

と
な
つ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
そ
れ
故

に
、
過
去
の
記
録
の
一
端
を
書
き
記
し

た
社
報
「
鵜
戸
」
は
、
僅
か
年
二
回
の

執
筆
と
は
い
へ
、
大
変
に
貴
重
で
あ
つ

て
、
記
録
し
て
お
か
ね
ば
忘
れ
去
ら
れ

埋
も
れ
て
し
ま
ふ
出
来
事
を
留
め
る

役
割
を
担
つ
て
ゐ
ま
す
。
社
報
や

日
々
の
神
社
日
誌
を
の
こ
し
て
ゆ
く

こ
と
が
、
百
年
二
百
年
後
の
後
進
へ
の

財
産
と
も
な
る
の
で
す
。

　
次
の
一
五
〇
号
、
二
〇
〇
号
を
目

指
し
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
も
社
報
の

充
実
に
向
け
努
力
す
る
こ
と
を
お
誓

ひ
申
し
上
げ
、
結
び
と
致
し
ま
す
。

社
報
一
〇
〇
号

　
刊
行
に
よ
せ
て

鵜
戸
神
宮
宮
司 

黒
岩 

昭
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「 海上御神幸祭 」 画：渕田賢二（鵜戸神宮権禰宜）
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杉
田
秀
清
宮
司
時
代
に
は
、
一
月

一
日
付
と
七
月
一
日
付
年
二
回
の
定

期
的
刊
行
と
な
り
ま
し
た
。

　
平
成
十
年
六
月
に
は
、
千
鳥
橋
か

ら
休
憩
所
の
山
手
側
斜
面
に
か
け
、

幅
約
五
十
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
五
十

メ
ー
ト
ル
が
崩
落
す
る
と
い
ふ
大
災

害
に
見
舞
は
れ
ま
し
た
。
四
十
六
号

で
は
「
参
道
山
側
斜
面
崩
落
」
と
「
参

道
復
旧
工
事
に
付
き
御
協
賛
の
お
願

い
」
記
事
を
掲
載
し
て
ゐ
ま
す
。
同

十
一
年
二
月
二
十
六
日
に
は
「
災
害

復
旧
工
事
竣
工
奉
告
祭
」
を
斎
行
し

て
ゐ
ま
す
。

　
一
方
、「
縁
日
大
祭
斎
行
」、「
御

田
植
祭
斎
行
」
の
記
事
に
目
が
留
ま

り
ま
し
た
。
昭
和
二
十
九
年
を
最
後

に
途
絶
え
て
ゐ
た
縁
日
大
祭
を
復
活

さ
せ
、
更
に
は
江
戸
中
頃
ま
で
確
認

で
き
る
御
神
田
行
事
を
再
興
し
た
の

　
記
念
す
べ
き
創
刊
号
は
、
長
友
安

美
宮
司
時
代
の
昭
和
四
十
四
年
四
月

一
日
付
で
す
。
四
頁
で
、
唯
一
の
Ｂ

四
刷
り
で
す
。
同
年
の
二
号
か
ら
は

現
在
と
同
じ
Ｂ
五
判
へ
と
変
更
し
て

ゐ
ま
す
。

　
五
年
間
の
ブ
ラ
ン
ク
が
生
じ
、
復

刊
号
と
記
さ
れ
た
五
号
刊
行
（
同
五

十
年
七
月
一
日
付
）
と
な
つ
て
ゐ
ま

す
。
「
昭
和
四
十
五
年
七
月
十
日
夜

半
に
発
生
し
た
社
務
所
火
災
」
の
た

め
と
、
詳
し
く
そ
の
経
緯
を
書
き
の

こ
し
て
ゐ
ま
す
。
日
々
の
神
明
奉
仕

に
加
へ
、
新
社
務
所
の
建
設
、
儀
式

殿
、
御
神
門
の
造
営
な
ど
多
忙
と
な

つ
て
、
社
報
刊
行
の
余
裕
も
な
く
な

つ
た
の
で
す
。

　
因
み
に
、
同
五
十
年
に
復
刊
し
た

理
由
は
、
昭
和
天
皇
御
即
位
五
十
年

の
節
目
の
年
で
あ
り
、
同
四
十
八
年

四
月
十
一
日
に
は
、
天
皇
皇
后
両
陛

下
の
ご
親
拝
を
賜
つ
て
ゐ
る
こ
と
か

ら
、
そ
の
報
告
が
必
要
と
な
つ
た
た

め
で
す
。
二
年
遅
れ
の
記
事
で
す

が
、
御
即
位
五
十
年
奉
祝
の
機
運
を

醸
成
す
べ
く
、
両
陛
下
が
儀
式
殿
に

向
か
は
れ
て
ゐ
る
写
真
を
表
紙
に
掲
載

し
て
ゐ
ま
す
。
ま
た
同
五
十
四
年
九
月

十
六
日
に
は
、
皇
太
子
同
妃
両
殿
下

（
現
・
上
皇
上
皇
后
両
陛
下
）
の
ご
親

拝
も
賜
り
ま
し
た
（
十
四
号
）
。

　
こ
の
時
代
の
社
報
で
印
象
深
い
記

事
は
、
か
つ
て
当
神
宮
に
て
「
海
上

御
神
幸
祭
」
を
斎
行
し
て
ゐ
た
こ
と

で
す
。
「
金
銀
珠
玉
の
鵜
の
鳥
を
艤

装
し
た
御
座
船
油
津
漁
業
協
同
組
合

所
属
の
振
興
丸
を
始
め
、
満
艦
飾
を

施
し
た
漁
船
、
百
余
隻
が
供
奉
し
鵜

戸
港
よ
り
油
津
港
ま
で
の
十
八
浬
の

海
上
を
渡
御
」
（
二
号
）
し
た
と
記

し
て
ゐ
ま
す
。
ま
た
十
二
号
に
は
、

十
回
目
の
御
神
幸
祭
の
特
集
記
事
が

あ
り
ま
す
が
、
台
風
襲
来
に
よ
り
予

定
の
海
路
に
よ
る
渡
御
は
叶
は
ず
、

油
津
港
ま
で
陸
路
で
の
御
神
幸
に
な

つ
た
と
報
じ
て
ゐ
ま
す
。
な
ほ
、
同

五
十
五
年
を
最
後
に
こ
の
御
神
幸
祭

は
斎
行
さ
れ
て
ゐ
ま
せ
ん
。

　
長
友
宮
司
時
代
は
、
高
度
経
済
成

長
期
に
あ
た
り
、
旧
社
務
所
の
火
災

は
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
復
興
を
見

事
に
果
た
し
た
時
代
で
も
あ
り
ま

す
。
新
婚
旅
行
ブ
ー
ム
の
到
来
で
社

頭
が
賑
は
い
を
見
せ
て
ゐ
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。

　
昭
和
六
十
年
一
月
一
日
付
の
二
十

号
は
、
佐
師
朝
規
宮
司
が
就
任
し
て

初
の
社
報
で
、
三
年
ぶ
り
の
刊
行
と

な
り
ま
し
た
。
昭
和
天
皇
御
即
位
六

十
年
の
節
目
の
年
で
す
。
こ
の
時
代

は
昭
和
天
皇
崩
御
か
ら
新
帝
ご
即

位
、
さ
ら
に
は
皇
太
子
殿
下
と
雅
子

さ
ま
（
現
・
天
皇
皇
后
両
陛
下
）
の

御
成
婚
が
整
ふ
な
ど
、
年
号
も
替
は

り
皇
室
関
係
記
事
が
目
立
つ
の
は
当

然
で
す
。

　
二
十
四
号
の
「
第
一
回
シ
ャ
ン

シ
ャ
ン
馬
道
中
唄
全
国
大
会
を
開

催
」
と
い
ふ
記
事
が
あ
り
ま
し
た
。

今
年
で
第
三
十
九
回
を
迎
へ
た
こ
の

大
会
は
、
佐
師
宮
司
時
代
に
始
め
ら

れ
た
の
で
す
。
そ
の
開
催
記
事
（
二

十
五
号
）
に
は
、
茨
城
県
は
じ
め
三

四
九
名
の
出
演
者
と
あ
り
ま
す
。
ま

た「
シ
ャ
ン
シ
ャ
ン
馬
道
中
の
再
現
」

も
行
は
れ
、
家
入
忠
則
夫
妻
の
写
真

が
表
紙
を
飾
り
、
二
十
七
号
に
は
、

「
シ
ャ
ン
シ
ャ
ン
馬
道
中
唄
歌
碑
」

が
建
立
さ
れ
た
と
い
ふ
記
事
が
あ
り

ま
す
。

　
一
方
、
第
三
授
与
所
や
休
憩
所
を

建
設
し
た
記
事
を
掲
載
し
て
ゐ
ま

す
。
ま
た
、
平
成
八
年
六
月
十
五
日

の
責
任
役
員
会
に
て
御
本
殿
改
修
の

決
議
が
な
さ
れ
、
そ
の
募
財
活
動
を

行
ふ
こ
と
を
決
定
し
た
の
で
す
。
四

十
四
号
に
は
、「
仮
殿
遷
座
祭
斎
行
」

と
「
御
本
殿
改
修
工
事
」
協
賛
者
芳
名

を
掲
載
し
て
ゐ
ま
す
。
そ
し
て
平
成

九
年
十
一
月
六
日
に
「
本
殿
遷
座
祭
」、

同
年
十
一
月
八
日
に
は
「
本
殿
遷
座

奉
幣
祭
」
を
斎
行
、
四
十
五
号
は
そ
の

特
集
記
事
で
、
十
四
頁
中
十
一
頁
を

充
て
て
ゐ
ま
す
。

　
御
本
殿
改
修
と
い
ふ
大
工
事
を
花
道

に
、
宮
司
は
平
成
十
年
六
月
三
十
日

に
勇
退
し
ま
し
た
。

長
友
宮
司
時
代  

―  

創
刊
号
（
昭
和
44
年
）
〜 

19
号
（
同
57
年
）  

―
　
　
全
19
号

佐
師
宮
司
時
代  

―  

20
号
（
昭
和
60
年
） 

〜 

45
号
（
平
成
10
年
）  

―
　
　 

全
26
号

杉
田
宮
司
時
代  

―  

46
号
（
平
成
10
年
） 

〜 

65
号
（
平
成
20
年
）  

―
　
　 

全
20
号

社
報「
鵜
戸
」一〇
〇
号
回
顧

鵜
戸
神
宮
の
社
報
「
鵜
戸
」
が
、
今
号
を
以
て
一
〇
〇
号
の
節
目
を
迎
へ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
歩
み
を
歴
代
宮
司
ご
と
に
振
り
返
つ
て
み
ま
せ
う
。
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臨
時
号
を
除
き
、
年
二
回
（
一
月
、

七
月
）
の
刊
行
は
変
は
り
ま
せ
ん
が
、

頁
数
を
八
か
ら
十
二
に
増
や
し
、
よ

り
親
し
み
や
す
く
見
や
す
い
社
報
作

成
に
取
り
組
ん
で
ゐ
ま
す
。
毎
回
、

鵜
戸
神
宮
に
ま
つ
は
る
随
筆
に
、
当

神
宮
の
渕
田
賢
二
権
禰
宜
が
イ
ラ
ス

ト
を
描
い
て
ゐ
ま
す
。
ま
た
新
企
画

と
し
て
、
最
終
頁
に
「
コ
ラ
ム
欄
」

を
設
け
た
ほ
か
、
お
守
り
な
ど
授
与

品
の
紹
介
も
掲
載
す
る
や
う
に
な
り

ま
し
た
。

　
ま
た
、
災
害
等
復
興
の
機
運
を
盛

り
上
げ
る
目
的
も
あ
つ
て
、
イ
ベ
ン

ト
が
増
え
た
の
は
大
き
な
特
色
で
す
。

令
和
四
年
元
日
の
「
疫
病
収
束
祈
願

奉
納
花
火
」
の
記
事
や
、
令
和
五
年

の
「
う
さ
ぎ
年
記
念
事
業
」（「
寺
原

聖
山
個
展
「
敬
神
」」、「
松
葉
景
正
刀

剣
展
」、
米
良
美
一
「
ト
ー
ク
&
ラ
イ

ブ
シ
ョ
ー
「
歌
旅
」」
な
ど
）
で
す
。

　
世
界
規
模
で
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
蔓
延
、「
第
一
駐
車
場
陥
没
状
況
」、

更
に
は
震
度
六
弱
を
観
測
し
た
「
日
向

灘
地
震
」
の
被
害
記
事
な
ど
も
少
な
く

あ
り
ま
せ
ん
。
気
候
変
動
に
伴
ふ
災
害

被
害
が
、
長
友
・
佐
師
宮
司
時
代
と
は

明
ら
か
に
異
な
り
増
え
て
ゐ
る
こ
と
が

記
事
か
ら
も
窺
へ
ま
す
。

　
一
方
で
特
筆
す
べ
記
事
と
し
て
は
、

「
運
玉
」
の
値
上
げ
変
更
（
百
円
か
ら

二
百
円
）
が
あ
り
ま
す
。
九
十
四
号

に
て
、
運
玉
の
歴
史
や
「
亀
石
」
の

説
明
な
ど
行
ひ
、
値
上
げ
の
理
解
を

得
る
べ
く
記
述
し
て
ゐ
ま
す
。

　
ま
た
、
か
つ
て
鵜
戸
か
ら
伝
は
つ

た
神
楽
を
銀
鏡
神
楽
保
存
会
の
協
力

を
得
て
習
得
し
て
ゐ
る
「
鵜
戸
神
楽
」

の
復
活
、
披
露
と
い
ふ
記
事
が
あ
り

ま
す
。
当
神
宮
所
縁
の
復
曲
能「
鵜
羽
」

の
作
品
解
説
や
、
公
演
開
催
の
報
告

記
事
も
掲
載
す
る
な
ど
、
時
代
の
特

色
や
残
す
べ
き
記
録
を
取
捨
選
択
し

な
が
ら
、
晴
れ
て
一
〇
〇
号
を
迎
へ

た
の
で
す
。

　
本
部
雅
裕
宮
司
時
代
も
年
二
回

（
一
月
・
七
月
）
定
期
的
に
刊
行
し

て
ゐ
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
見
ら
れ
な
か
つ
た
海
上

自
衛
隊
掃
海
隊
の
「
航
海
安
全
祈
願

祭
」
や
、
落
語
家
・
柳
家
さ
ん
枝
に

よ
る
「
鵜
戸
さ
ん
寄
席
」
の
記
事
は

毎
回
載
せ
て
ゐ
ま
す
。

　
こ
の
時
代
に
は
災
害
被
害
の
記
事

が
目
立
ち
ま
し
た
。六
十
八
号
に
は
、

楼
門
海
側
の
欄
干
脇
斜
面
崩
落
の

「
参
道
復
旧
工
事
」
を
掲
載
し
て
ゐ

ま
す
。
前
宮
司
時
代
の
平
成
十
九
年

七
月
十
四
日
の
台
風
四
号
に
よ
る
高

波
と
高
潮
被
害
に
加
へ
、
八
月
二
日

の
台
風
五
号
に
よ
り
、
崩
落
部
拡
大

と
楼
門
前
石
段
の
亀
裂
と
欄
干
が
傾

く
と
い
ふ
大
災
害
で
す
。
八
十
四
号

に
は
、「
海
岸
参
道
復
旧
」
の
記
事

が
あ
り
ま
す
。
平
成
二
十
八
年
七
月

の
大
雨
で
市
道
鵜
戸
参
宮
線
が
土
砂

災
害
に
見
舞
は
れ
ま
し
た
。
こ
の
記

で
す
。
以
後
毎
年
こ
れ
ら
の
記
事
を

大
き
く
報
じ
て
ゐ
ま
す
。

　
こ
の
時
代
か
ら
奉
納
者
の
記
事
が

増
え
て
い
き
ま
す
。
宮
崎
県
出
身
の

画
家
・
井
山
忠
行
の
「
杉
戸
絵
奉
納
」

は
特
に
目
立
ち
ま
す
。
第
六
十
三
号

〜
六
十
六
号
に
亘
り
、
井
山
氏
か
ら

宮
司
宛
の
手
紙
ま
で
掲
載
し
て
ゐ
ま

す
。
ま
た
五
十
七
号
に
は
、
フ
ラ
ン

ス
在
住
画
家
・
マ
ー
ク
エ
ス
テ
ル
の

「
油
絵
奉
納
」
が
あ
り
ま
す
。
神
話

を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
絵
を
全
国
神
社

に
奉
納
さ
れ
た
方
で
、
当
神
宮
で
は

二
点
所
蔵
し
て
ゐ
ま
す
。
更
に
五
十

八
号
に
は
、
韓
国
在
住
の
中
国
人
彩

墨
画
家
・
趙
潤
勤
の「
彩
墨
画
奉
納
」、

五
十
一
号
、
六
十
五
号
に
は
小
倉
宗

衛
の
能
面
「
翁
」
と
「
父
尉
」
奉
納

を
掲
載
し
て
ゐ
ま
す
。

　
新
企
画
と
し
て
の
シ
リ
ー
ズ
「
境
内

の
植
物
」
（
五
十
四
号
か
ら
六
十
三

号
）
は
、
興
味
深
い
で
す
。
リ
ュ
ウ

キ
ュ
ウ
ア
サ
ガ
オ
、
ア
ヤ
メ
に
始
ま

り
、
ツ
ワ
ブ
キ
、
ハ
マ
ユ
ウ
、
カ
ラ
タ

ネ
オ
ガ
タ
マ
、
ト
ベ
ラ
、
サ
ン
ゴ
シ
ト

ウ
、
ヤ
ツ
デ
、
橙
、
カ
イ
コ
ウ
ズ
、
オ

オ
タ
ニ
ワ
タ
リ
と
あ
り
、
当
神
宮
境
内

に
自
生
す
る
貴
重
な
植
物
を
写
真
入
り

で
紹
介
し
て
ゐ
ま
す
。

　
杉
田
宮
司
は
平
成
二
十
年
二
月
末
日

を
以
て
宮
﨑
神
宮
へ
転
任
し
ま
し
た
。

事
は
通
行
が
一
部
解
除
に
な
つ
た
と

い
ふ
も
の
で
す
が
、
八
十
五
号
に
よ

れ
ば
、
全
面
復
旧
し
た
の
は
同
年
十

一
月
一
日
と
い
ひ
ま
す
。
こ
の
や
う

な
大
災
害
に
度
々
見
舞
は
れ
な
が
ら

も
、
平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日
に

は
、
文
部
科
学
大
臣
よ
り
鵜
戸
神
宮

一
帯
を
国
の
名
勝
と
す
る
旨
の
発
表

が
あ
り
ま
し
た
。
八
十
五
号
は
「
国

指
定
名
勝
鵜
戸
」
の
奉
祝
事
業
を
伝

へ
て
ゐ
ま
す
。

　
ま
た
、
宮
崎
県
出
身
の
書
家
・
寺

原
聖
山
の
書
や
、
刀
匠
・
松
葉
國
正

の
「
平
成
の
鵜
の
丸
太
刀
」
な
ど
が

奉
納
さ
れ
表
紙
を
飾
つ
て
ゐ
ま
す
。

そ
の
他
、「
末
社
・
九
柱
神
社
改
修

工
事
」、「
手
水
舎
移
設
」、「
運
玉
授

与
所
新
設
」、「
授
与
所
改
築
」、
日

本
製
鉄
（
株
）
奉
納
の
チ
タ
ン
材
に

よ
る
末
社
・
住
吉
神
社
の
屋
根
の
張

替
へ
な
ど
の
改
修
工
事
の
記
事
も
見

ら
れ
ま
す
。

　
宮
司
は
巻
頭
言
に
て
、
折
に
触
れ

当
神
宮
の
歴
史
事
象
を
紹
介
す
る
な
ど

健
筆
を
揮
は
れ
ま
し
た
。
令
和
元
年

六
月
末
日
を
以
て
宮
﨑
神
宮
へ
転
任

し
ま
し
た
。

本
部
宮
司
時
代  

―  

66
号
（
平
成
20
年
） 

〜 

88
号
（
令
和
元
年
）  

―
　
　 

全
23
号

現
・
黒
岩
宮
司  

―  

89
号
（
令
和
2
年
） 

〜 

100
号
（
現
在
）  

―
　
　
　
　
全
12
号
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社
報
「
鵜
戸
」
一
〇
〇
号
の
発
行
心

よ
り
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　
こ
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
私
が
鵜
戸
神
宮

の
宮
司
で
あ
っ
た
平
成
十
四
年
七
月
文

藝
春
秋
七
月
臨
時
増
刊
号
「
二
人
で
旅

を
」
に
掲
載
さ
れ
た
文
を
少
し
手
直
し

た
も
の
で
す
。
鵜
戸
神
宮
の
景
観
美

や
、
シ
ャ
ン
シ
ャ
ン
馬
道
中
唄
や
運
玉

な
ど
の
習
俗
を
紹
介
し
ま
し
た
。
旧
文

で
は
あ
り
ま
す
が
、
小
職
の
鵜
戸
神
宮
へ

の
思
い
を
綴
っ
た
記
事
で
す
の
で
、
こ
れ

を
以
て
、
社
報
「
鵜
戸
」
一
〇
〇
号
の

祝
辞
に
替
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　　
「
日
向
の
国
よ
り
祈
り
を
こ
め
て
」

　
宮
崎
平
野
を
南
下
し
、
ビ
ロ
ー
樹
の

茂
る
青
島
を
過
ぎ
る
と
急
な
山
坂
で
、

登
り
つ
め
る
と
眼
下
に
太
平
洋
の
大
海

原
が
広
が
る
、
堀
切
峠
の
絶
景
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
日
南
ま
で
三
〇
㎞
の
海
岸
線

が
続
く
、
沿
道
に
は
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
、

女
王
椰
子
、
蘇
鉄
な
ど
の
樹
木
、
ツ
ワ

ブ
キ
、
ハ
イ
ビ
ス
カ
ス
、
ブ
ー
ゲ
ン
ビ

リ
ア
な
ど
の
花
々
が
見
え
、
南
国
情
緒

豊
か
な
風
景
が
広
が
る
。

　
こ
の
海
岸
線
沿
い
に
、
私
が
宮
司
を

務
め
る
鵜
戸
神
宮
は
あ
る
。
岩
壁
の
海

に
面
し
荘
厳
な
洞
窟
の
中
に
あ
る
。

社
前
の
奇
岩
に
は
波
濤
か
打
ち
寄
せ
て

は
白
い
飛
沫
と
な
り
飛
び
散
る
、
千
古

の
朱
塗
の
御
社
と
大
洞
窟
が
相
ま
っ
て

鵜
戸
神
宮
は
屈
指
の
景
勝
地
で
あ
る
。

　
か
つ
て
こ
の
地
方
に
は
新
婚
夫
婦
が

「
シ
ャ
ン
シ
ャ
ン
馬
」
に
乗
っ
て
鵜
戸

詣
り
を
す
る
風
習
が
あ
っ
た
。
昭
和

三
十
七
年
皇
太
子
ご
夫
婦
（
現
上
皇
・

上
皇
后
両
陛
下
）
が
ご
参
拝
に
な
ら

れ
、
昭
和
四
十
年
N
H
K
の
連
続
ド
ラ

マ
「
た
ま
ゆ
ら
」
の
舞
台
と
も
な
り
、

そ
れ
ら
を
受
け
、
日
南
海
岸
は
、
新
婚

旅
行
の
行
先
と
し
て
大
ブ
ー
ム
に
な
っ

た
。
昭
和
四
十
年
頃
に
は
、
全
国
の

新
婚
夫
婦
の
三
十
％
、
約
四
十
万
組
が

訪
れ
た
。
宮
崎
は
カ
ッ
プ
ル
で
一
杯
で
、

新
郎
は
背
広
に
ネ
ク
タ
イ
、
新
婦
は

帽
子
、
手
袋
を
は
め
ブ
ー
ケ
を
持
つ

ハ
ネ
ム
ー
ン
ス
タ
イ
ル
が
お
決
ま
り

だ
っ
た
。

　
し
か
し
昭
和
五
十
年
代
末
か
ら
宮
崎

の
観
光
に
か
げ
り
が
見
え
始
め
、
旅
行

者
は
減
少
し
て
行
っ
た
。

　
私
は
社
頭
に
立
ち
多
く
の
観
光
客

や
参
拝
者
に
出
会
え
る
よ
う
努
め
て

い
る
。
先
日
六
十
歳
半
ば
の
ご
夫
婦
が

参
拝
に
い
ら
し
た
。

　
「
私
た
ち
は
三
十
年
前
に
新
婚
旅
行

に
来
て
宮
崎
を
廻
り
、
鵜
戸
さ
ん
に
も

お
詣
り
し
ま
し
た
。
そ
の
時
の
運
転
手

さ
ん
か
ら
年
賀
状
を
毎
年
も
ら
っ
て
い

ま
す
。
ま
だ
そ
の
運
転
手
さ
ん
の
タ
ク

シ
ー
に
乗
っ
て
き
ま
し
た
。
」
そ
の
お

二
人
の
そ
ば
で
よ
く
知
る
樺
木
野
運
転

手
が
に
こ
に
こ
し
て
い
る
。

　
社
殿
下
の
磯
に
は
「
亀
石
」
が
あ

り
、
運
玉
と
呼
ば
れ
る
粘
土
の
運
玉
を

投
げ
て
、
亀
石
の
背
中
の
凹
み
に
入
れ

ば
願
い
が
叶
え
ら
れ
る
と
言
わ
れ
て

い
る
。

「
運
玉
を
投
げ
て
、
こ
れ
か
ら
家
族
の

健
康
と
幸
せ
を
祈
っ
て
帰
り
ま
す
。
」

と
二
人
は
ニ
コ
ニ
コ
帰
ら
れ
た
。

　
私
と
妻
も
子
育
て
が
終
わ
り
、
や
っ

と
二
人
で
の
旅
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ

た
。
過
日
、
友
人
の
い
る
バ
リ
島
に

行
っ
た
。
か
の
地
で
は
、
寺
院
、
歌
踊

り
、
信
仰
、
古
跡
、
人
々
の
日
々
の

暮
ら
し
が
渾
然
一
体
と
な
っ
て
「
観
光

や
信
仰
、
生
活
」
が
共
存
し
て
息
づ
い

て
い
た
。
異
文
化
な
の
に
心
が
安
ら

ぎ
、
懐
か
し
く
感
じ
た
。
私
も
信
仰
と

観
光
の
共
存
す
る
御
社
に
奉
仕
し
て

い
る
。

　　
大
海
原
に
面
し
、
絶
え
ま
な
く
押
し

寄
せ
る
波
濤
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
受
け

て
、
造
ら
れ
る
海
岸
の
奇
岩
。
静
寂

さ
を
持
つ
洞
窟
の
中
に
鎮
座
す
る
鵜
戸

神
宮
。
皆
様
は
、
こ
の
場
に
面
し
た

時
驚
嘆
さ
れ
る
。

　
南
国
は
日
向
の
地
鵜
戸
神
宮
よ
り
、

皆
様
の
平
安
と
ご
多
幸
を
祈
る
の
で

あ
る
。

　
社
報
「
鵜
戸
」
の
発
刊
一
〇
〇

号
、
お
め
で
た
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
私
の
神
職
と
し
て
の
出
発
点
は
、

鵜
戸
神
宮
で
す
。
昭
和
四
十
九
年
四

月
に
社
内
権
禰
宜
と
し
て
奉
職
し
ま

し
た
。
当
時
社
報
は
休
刊
中
で
し

た
。
復
刊
さ
れ
る
の
は
昭
和
五
十
年

七
月
の
第
五
号
か
ら
で
し
た
。
そ
の

時
、
私
は
「
鵜
戸
」
の
復
刊
と
編
集

を
命
じ
ら
れ
、
退
職
す
る
昭
和
五
十

四
年
発
行
の
第
十
三
号
ま
で
、
そ
の

紙
面
作
り
に
携
は
っ
て
き
ま
し
た
。

　
私
は
、
「
鵜
戸
」
を
多
く
の
方
々

に
見
て
も
ら
ひ
た
い
と
の
一
心
で
、

い
く
つ
か
の
試
み
を
や
っ
て
み
ま
し

た
。
そ
の
ひ
と
つ
が
「
鵜
戸
山
散
歩
」

の
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
た
こ
と
で
す
。

そ
れ
は
、
由
緒
あ
る
「
鵜
戸
さ
ん
」

の
長
い
歴
史
と
重
層
な
信
仰
、
そ
し

て
広
い
境
内
を
参
拝
の
方
に
少
し
で

も
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
の
思
ひ

か
ら
で
し
た
。
取
り
上
げ
た
の
は
、

「
亀
石
」
や
「
御
陵
」
、「
磨
崖
仏
」
、

「
拝
殿
の
彫
刻
」
、
「
別
当
墓
地
」
な
ど

な
ど
で
し
た
。
さ
う
い
へ
ば
、
日
向

灘
を
流
れ
着
い
た
大
亀
の
死
骸
に
つ
い

て
も
研
究
者
の
意
見
を
交
へ
て
書
い
た

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

　
ま
た
当
時
は
、
今
の
や
う
に
パ
ソ

コ
ン
な
ど
は
な
く
、
原
稿
は
も
ち
ろ
ん

手
書
き
で
す
。
印
刷
も
活
版
印
刷
で

し
た
。
宮
崎
市
の
西
日
本
印
刷
（
社

名
は
大
き
い
が
個
人
経
営
の
小
さ
な

工
場
）
に
原
稿
を
持
ち
込
ん
で
ゐ
ま

し
た
。
宮
田
社
長
や
ご
夫
人
に
会
ひ
、

お
し
ゃ
べ
り
を
す
る
の
も
楽
し
み
の

ひ
と
つ
で
し
た
。
た
ま
に
は
私
も
、

職
人
さ
ん
に
習
ひ
な
が
ら
一
字
一
字

活
字
を
拾
っ
て
み
た
り
し
ま
し
た
。

ま
た
校
正
も
大
変
で
し
た
。
活
字
が

ひ
っ
く
り
返
っ
て
ゐ
る
こ
と
も
度
々

で
し
た
か
ら
。

　
私
は
そ
の
後
、
平
成
二
十
年
三
月

に
鵜
戸
神
宮
宮
司
と
し
て
赴
任
し

ま
す
が
、
そ
の
こ
ろ
は
「
鵜
戸
」
の

刊
行
も
軌
道
に
の
っ
て
ゐ
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
令
和
元
年
六
月
に
宮
司
の

職
を
辞
す
る
ま
で
の
十
一
年
三
カ
月

の
間
、
第
六
十
六
号
か
ら
八
十
七
号

ま
で
の
巻
頭
言
と
、
八
十
八
号
の

「
退
任
の
ご
挨
拶
」
ま
で
を
書
い
て

き
ま
し
た
。
毎
号
、
そ
の
時
の
お
祭

り
や
行
事
、
話
題
を
取
り
上
げ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
宮
司
と
し
て
の
思
ひ

を
率
直
に
述
べ
て
き
た
つ
も
り
で
す
。

ご
覧
い
た
だ
い
た
氏
子
や
崇
敬
者
の

方
々
か
ら
の
反
応
も
ま
た
、
よ
い
刺
激

に
な
り
ま
し
た
。

　
ど
う
か
こ
れ
か
ら
も
、
「
鵜
戸
さ
ん

信
仰
」
を
発
信
す
る
唯
一
の
紙
面
と

し
て
ご
発
展
さ
れ
ま
す
や
う
、
ま
た

そ
の
充
実
し
た
紙
面
づ
く
り
に
鋭
意

邁
進
さ
れ
ま
す
や
う
祈
念
申
し
上

げ
、
一
〇
〇
号
発
刊
の
お
祝
ひ
の

言
葉
と
い
た
し
ま
す
。

宮
﨑
神
宮
名
誉
宮
司  

杉
田 

秀
清

社
報
「
鵜
戸
」
一
〇
〇
号
を
祝
う

「
鵜
戸
」の
一
〇
〇
号
を
お
祝
ひ
し
て

宮
﨑
神
宮
宮
司  

本
部 

雅
裕

杉
田 

秀
清

昭
和
十
二
年
一
月
二
十
二
日
生

鵜
戸
神
宮
第
十
代
宮
司

（
平
成
十
年
七
月
一
日
〜

　
同
二
十
年
二
月
二
十
九
日
）

現
在
宮
﨑
神
宮
名
誉
宮
司

す
ぎ
た
　 

ひ
で
き
よ

本
部 

雅
裕

昭
和
二
十
六
年
五
月
九
日
生

鵜
戸
神
宮
第
十
一
代
宮
司

（
平
成
二
十
年
三
月
一
日
〜

　
令
和
元
年
六
月
三
十
日
）

現
在
宮
﨑
神
宮
宮
司

ほ
ん
ぶ
　 

ま
さ
ひ
ろ
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現
在
の
神
門
と
楼
門
が
建
立
さ
れ
る
以
前
は
、
同
じ
場
所
に
両
部
鳥
居

が
一
基
ず
つ
建
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
主
柱
の
前
後
に
袖
柱
を
設
け
た
も
の

で
、
神
仏
習
合
の
神
社
に
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
昭
和
四
十
七
年
に
神
門

新
築
、
同
五
十
年
に
楼
門
が
新
築
さ
れ
る
際
、
撤
去
さ
れ
ま
し
た
。

両
部
鳥
居

昭和10年10月20日　参拝記念の絵葉書

　
本
殿
に
下
る
最
後
の
階
段
の
手
前
に
玉
橋
（
神
橋
）
が
架
か
っ
て
い
ま
す
。

　
戦
前
は
、
参
拝
者
が
橋
の
手
前
で
裸
足
に
な
り
、
お
参
り
し
て
い
ま
し
た

が
、
戦
後
は
こ
の
習
慣
も
徐
々
に
な
く
な
り
、
履
物
の
ま
ま
参
拝
す
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

玉 

橋

昭和初期　向かって右側は、履物を入れる下駄箱

　
宇
垣
纏
大
佐
以
下
士
官
三
十
余
名
の
お
参
り
が
あ
り
ま
し
た
。
艦
内

神
社
（
神
棚
や
小
祠
が
お
祀
り
さ
れ
て
い
た
）
は
宮
﨑
神
宮
と
い
う
こ
と
も

あ
り
、
そ
の
後
に
お
参
り
し
て
い
ま
す
。
な
お
宇
垣
中
将
（
当
時
）
は

終
戦
日
に
特
攻
死
し
て
い
ま
す
。

戦
艦 

「
日
向
」

昭和13年3月14日　戦艦「日向」参拝

　
大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
）
十
二
月
二
十
五
日
、
畏
く
も
大
正
天
皇
が

崩
御
遊
ば
さ
れ
ま
し
た
。
皇
太
子
裕
仁
親
王
殿
下
の
践
祚
に
伴
い
改
元
が

行
わ
れ
、
同
日
「
昭
和
」
が
始
ま
っ
た
の
で
す
。
「
昭
和
」
の
元
号
は
、

『
書
経
』
の
「
百
姓
昭
明
、
協
和
万
邦
」
（
百
姓
昭
明
に
し
て
、
万
邦
を

協
和
す
）
か
ら
採
っ
た
も
の
で
す
。

　
世
界
は
帝
国
主
義
の
動
乱
時
代
で
し
た
。
満
州
事
変
、
支
那
事
変
な
ど
が

起
こ
り
、
昭
和
十
六
年
に
は
大
東
亜
戦
争
が
開
戦
し
ま
し
た
。
長
く
激
し
い
戦

い
の
末
、
昭
和
天
皇
は
昭
和
二
十
年
八
月
十
四
日
に
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
の
ご

聖
断
を
下
さ
れ
、
八
月
十
五
日
終
戦
の
詔
勅
を
玉
音
放
送
に
て
発
せ
ら
れ
ま

し
た
。

　
戦
後
は
七
年
に
及
ぶ
占
領
軍
の
統
治
下
に
お
か
れ
ま
し
た
が
、
昭
和
二

十
六
年
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
に
よ
り
主
権
を
回
復
し
ま
し

た
。
同
三
十
九
年
に
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
、
四
十
五
年
に
日
本
万
国
博
覧
会

を
開
催
す
る
な
ど
、
目
覚
ま
し
い
経
済
発
展
を
と
げ
、
そ
の
ご
治
世
は

六
十
年
余
の
長
き
に
亘
っ
た
の
で
す
。

　
時
代
は
、
平
成
、
令
和
と
移
り
ま
し
た
が
、
本
年
は
「
昭
和
」
の
元
号
に

数
え
れ
ば
、
ち
ょ
う
ど
一
〇
〇
年
の
節
目
の
年
に
あ
た
り
ま
す
。
そ
こ
で
、

鵜
戸
神
宮
の
昭
和
時
代
の
写
真
や
絵
葉
書
を
シ
リ
ー
ズ
で
紹
介
し
、
懐
か

し
い
昭
和
一
〇
〇
年
を
振
り
返
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

昭
和
一
〇
〇
年
奉
祝

懐
か
し
の
鵜
戸
神
宮 

― 

昭
和
二
十
年
代
ま
で

シ
リ
ー
ズ
①

11 10

U D O Jingu vol .  100



　
令
和
七
年
一
月
二
十
五
日
、（
株
）共
立
電
照
代
表
取
締
役

社
長
・
米
良
充
朝
氏
参
列
の
下
、
照
明
設
備
奉
納
奉
告
祭

を
斎
行
し
ま
し
た
。
工
事
は
、
令
和
六
年
十
二
月
暮
れ
に

行
わ
れ
、
参
道
の
玉
橋
下
か
ら
本
殿
に
通
じ
る
階
段
の

欄
干
に
取
り
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
米
良
電
機
産
業
（
株
）

代
表
取
締
役
会
長
・
米
良
充
典
氏
の
「
玉
橋
下
の
階
段
が

暗
い
」
と
の
ご
指
摘
に
よ
る
も
の
で
、
ご
子
息
の
充
朝
氏

が
工
事
一
切
を
請
け
負
い
ご
奉
納
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
《
奉
納
奉
告
祭
》

　
こ
の
度
、
崇
敬
者
の
方
々
よ
り
兎
の
像
が
奉
納

さ
れ
ま
し
た
。
奉
告
祭
は
、
そ
れ
ぞ
れ
本
殿
に
て

斎
行
さ
れ
、
宮
司
を
は
じ
め
奉
納
者
参
列
の
下
、

厳
粛
に
斎
行
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
斎
行
日
・
奉
納
者
は
次
の
通
り
で
す
。

令
和
七
年
三
月
三
日

　
大
智
（
株
）

　
　
代
表
取
締
役

　
　
　
古
木 

幸
恵
様

　
（
株
）
栄
輝

　
　
代
表
取
締
役

　
　
　
古
木 

一
功
様

令
和
七
年
六
月
十
一
日

　
プ
ラ
ス
デ
ィ（
株
）

　
　
　
馬
場 

謙
喜
様

　
　
　
佐
藤 

友
美
様

　
昨
年
八
月
八
日
に

発
生
し
た
日
向
灘
地

震
（
震
度
６
弱
）
後

の
大
雨
に
よ
る
落
石

に
よ
り
、
一
カ
月
余

り
に
亘
り
日
南
市

道
鵜
戸
参
宮
線
が

通
行
止
め
と
な
り

ま
し
た
。
二
次
災

害
を
防
ぐ
た
め
の

落
石
防
護
柵
が
設

置
さ
れ
、
九
月
二
十
七
日
に
は
片
側
通
行
と
な
り

ま
し
た
が
、
全
面
復
旧
に
は
未
だ
時
間
が
か
か
り

そ
う
で
す
。
平
日
は
工
事
用
信
号
機
に
よ
る
交
互

通
行
と
し
、
土
日
祝
祭
日
に
は
警
備
員
を
配
置
す

る
な
ど
、
日
南
市
に
は
対
応
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
。
参
拝
者
の
皆
さ
ま
方
に
は
ご
不
便
を
お
か
け

致
し
ま
す
が
、
何
卒
ご
理
解
を
い
た
だ
き
ま
す
よ
う

お
願
い
致
し
ま
す
。

　
一
方
、
「
別
当
墓
地
」
で
の
被
害
も
甚
大
で
あ

り
ま
し
た
が
、
三
月
末
日
を
以
て
既
に
復
旧
を
終

え
て
い
ま
す
。

　
三
笠
宮
崇
仁
親
王
に
お
参
り
い
た
だ
い
た
際
の
一
枚
。
昭
和
天
皇
の

弟
宮
で
、
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
史
の
研
究
者
と
し
て
も
著
名
。
県
内
ご
視
察

に
て
の
ご
来
宮
で
、
宮
﨑
神
宮
・
狹
野
神
社
に
も
お
参
り
さ
れ
て
い
ま

す
。 三

笠
宮
ご
参
拝

昭和17年9月5日　三笠宮
たかひと

崇仁親王殿下ご参拝

　
九
州
各
県
神
社
庁
の
会
合
が
宮
崎
県
で
開
催
さ
れ
た
際
の
一
枚
か
？

前
列
左
か
ら
幡
掛
正
木
（
筥
崎
宮
宮
司
）、
佐
々
木
行
忠
（
後
の
神
宮
大
宮
司
）、

宮
川
宗
徳（
神
社
本
庁
総
長
）
、
横
山
秀
雄（
宇
佐
神
宮
宮
司
）
、
後
列
左

か
ら
、
片
岡
常
男（
宮
﨑
神
宮
宮
司
）、
永
友
宗
清（
鵜
戸
神
宮
宮
司
）
。

昭
和
21
年
6
月
6
日

昭和21年6月6日　宮川宗徳神社本庁総長他参拝

照
明
設
備
奉
納
奉
告
祭

兎
の
像
奉
納

日
南
市
道
鵜
戸
参
宮
線
の

片
側
通
行
と

別
当
墓
地
の
復
旧
に
つ
い
て

13 12

U D O Jingu vol .  100



　
こ
の
度
、
外
国
人
の
誘
客
を
目
的
と
し
た
イ
ベ

ン
ト
事
業
が
鵜
戸
神
宮
儀
式
殿
に
て
開
催
さ
れ
ま

し
た
。
日
南
市
が
観
光
庁
の
補
助
を
受
け
て
実
施

し
た
も
の
で
、
一
月
二
十
一
日
か
ら
同
二
十
九
日

に
か
け
五
十
四
人
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。

「
刀
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
も
の
で
、
日
本
の
伝
統

文
化
を
楽
し
み
な
が
ら
、
宮
崎
の
食
材
を
使
っ
た

食
事
を
ご
堪
能
い
た
だ
き
ま
し
た
。
日
本
刀
演
武

や
神
楽
な
ど
を
ご
覧
い
た
だ
い
た
他
、
刀
匠
と
し
て

無
鑑
査
の
称
号
を
持
つ
松
葉
景
正
氏
作
刀
の
鵜
戸

神
宮
所
蔵
の
二
振
り
も
展
示
さ
れ
ま
し
た
。

「
鍵
を
握
る
」
と
は
、
あ
る
事
態
や
状
況
に

お
い
て
、
重
要
な
役
割
を
持
つ
こ
と
、
ま
た

は
影
響
力
を
持
つ
こ
と
で
す
。
「
現
状
打
破

の
鍵
を
握
る
人
物
」
な
ど
と
使
わ
れ
ま
す
。

こ
の
お
守
り
を
受
け
た
方
が
、
幸
運
の
鍵
と

な
ら
れ
る
よ
う
祈
念
し
て
あ
り
ま
す
。

　
コ
ロ
ナ
禍
で
減
少
し
て
い
た
海
外
か
ら
の
団
体
や

個
人
の
参
拝
が
、
増
加
し
て
い
ま
す
。

　
時
間
帯
に
よ
っ
て
は
、
日
本
人
よ
り
も
海
外
の

参
拝
者
が
多
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
日
南
市
の
ク
ル
ー
ズ
船
誘
致
活
動
に
よ
り
、
令
和
六

年
は
十
一
隻
（
総
乗
船
客
　九
，二
五
三
名
）
で
し
た

が
、
今
年
は
十
六
隻
（
総
乗
客
定
員
　
二
九
，
〇
九
九

名
）
が
寄
港
予
定
で
、
既
に
六
隻
（
五
月
二
十
日
現
在
）

が
寄
港
し
て
い
ま
す
。
五
月
十
一
日
に
は
ク
イ
ー
ン
・

エ
リ
ザ
ベ
ス
号
が
寄
港
し
、
乗
船
客
（
二
，
〇
〇
八

名
）
の
多
く
が
参
拝
し
て
、
風
景
や
運
玉
を
投
げ
る

様
子
を
携
帯
で
撮
影
し
た
り
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
発
信
し
た
り

し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
日
は
、
ク
ル
ー
ズ
船
以
外
の

外
国
団
体
客
や
家
族
連
れ
も
見
ら
れ
、
本
殿
前
は

よ
り
多
く
の
参

拝
者
で
溢
れ
て

い
ま
し
た
。

　
五
月
十
六
日

に
は
、
マ
ウ
イ

島
在
住
の
フ
ラ

ダ
ン
ス
指
導
者

ク
ム
フ
ラ
ウ
ル

ヴ
ェ
ヒ
・
ゲ
ェ

レ
ロ
氏
他
ト
ッ
プ
ダ
ン
サ
ー
六
名
と
そ
の
関
係
者
を

含
め
四
十
一
名
が
来
宮
し
ま
し
た
。
本
殿
に
て
宮
司

斎
主
の
下
、
世
界
平
和
祈
願
祭
が
斎
行
さ
れ
、
御
神

刀
の
説
明
を
受
け
た
後
、
運
玉
投
げ
を
楽
し
ん
で
い
ま

し
た
。

　
ま
た
、
同
月
二
十
二
日
に
は
、
台
湾
の
世
界
的
自

転
車
メ
ー
カ
ー
「
ジ
ャ
イ
ア
ン
ト
」
が
設
立
し
た
、

サ
イ
ク
リ
ン
グ
ツ
ア
ー
を
専
門
と
す
る
旅
行
会
社

「
ジ
ャ
イ
ア
ン
ト
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー
」
の
鄭
秋
菊
会
長

他
十
四
名
が
、
モ
ニ
タ
ー
ツ
ア
ー
で
参
拝
し
ま
し
た
。

　
五
月
二
十
日
に
開
催
さ
れ
た
鵜
戸

神
宮
敬
神
婦
人
会
総
会
に
お
い
て
、

新
会
長
に
川
瀬
良
子
氏
が
選
任
さ
れ

ま
し
た
。

　
会
員
数
は
五
十
八
人
で
、
主
な
活

動
は
、
ジ
ャ
カ
ラ
ン
ダ
広
場
の
植
栽

活
動
、
国
旗
小
旗
の
作
製
な
ど
行
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
毎
月
卯
の
日
に

斎
行
さ
れ
る
縁
日
祭
・
誕
生
感
謝
奉

告
祭
に
も
、
多
数
ご
参
列
い
た
だ
い

て
い
ま
す
。

　
責
任
役
員
、
総
代
の
改
選
に
伴
い
、
五
月
一
日
に
氏
子
総
代
・
崇
敬
者
総
代
委

嘱
奉
告
祭
、
六
月
一
日
に
責
任
役
員
委
嘱
奉
告
祭
を
月
次
祭
に
併
せ
斎
行
し
ま
し

た
。
そ
の
後
、
そ
れ
ぞ
れ
儀
式
殿
に
お
い
て
委
嘱
式
を
執
り
行
い
ま
し
た
。

　
任
期
は
三
年
間
で
、
総
代
が
令
和
十
年
四
月
三
十
日
ま
で
、
責
任
役
員
は
同
年

五
月
三
十
一
日
ま
で
で
す
。

　
な
お
、
今
回
委
嘱
さ
れ
た
方
々
は
、
以
下
の
通
り
で
す
。

 

責
任
役
員

﹇ 

会
長 

﹈
藏
富
英
志
（
再
任
）

　
　
　
　  

清
水
満
雄
（
再
任
）

　
　
　
　  

倉
岡
清
美
（
再
任
）

　
　
　
　  

稲
田
繁
男
（
再
任
）

　
　
　
　  

松
田
利
正
（
新
任
）

　
　
　
　  

杉
原
　
実
（
新
任
）

　
　
　
　  

米
良
浩
之
（
新
任
）

　
　
　
　  

湯
浅
享
明
（
新
任
）

 

氏
子
総
代

﹇ 

会
長 

﹈
石
村
　
唯

　
　
　
　  

鶴
田
三
憲
　
　
川
瀬
　
力

　
　
　
　  

吉
田
利
光
　
　
川
瀬
　
靜

　
　
　
　  

関
屋
　
正
　
　
長
友
　
泰

　
　
　
　  

蛯
田
　
透
　
　
育
田
喜
一
郎

　
　
　
　  

源
　
勝
彦
　
　
樋
口
　
真
一

 

崇
敬
者
総
代

﹇ 

会
長 

﹈
歌
津
芳
秋

　
　
　
　  

濱
中
武
紀
　
　
横
山
　
正

　
　
　
　  

髙
橋
紘
久
　
　
関
屋
吉
啓

　
　
　
　  

木
脇
節
哉
　
　
落
合
孝
俊

　
　
　
　  

岩
切
文
宏
　
　
上
村
育
俊

　
　
　
　  

砂
糖
康
夫
　
　
日
髙
　
司

　
　
　
　  

石
灘
健
次
　
　
金
田
　
強

　
　
　
　  

門
丸
正
憲
　
　
外
山
栄
告

　
　
　
　  

松
田
圭
司
　
　
歌
津
眞
彦

　
　
　
　  

長
鶴
浅
彦
　
　
福
嶋
由
二

〝
立
身
出
世
〞〝
仕
事
運
向
上
〞
吉
兆
柄
を

お
守
り
に
織
り
込
ん
で
い
ま
す
。

敬
神
婦
人
会

責
任
役
員
・
氏
子
総
代
・
崇
敬
者
総
代
委
嘱

油津港に寄港したクイーン・エリザベス号
（日南市観光・クルーズ課提供）

令和7年5月11日

神楽鑑賞する参加者

日
南
市
が

﹁
日
南
刀
光
夜
﹂
開
催

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
関
連

海
外
か
ら
の
参
拝
者
増

鍵
　
守

お
守
り
紹
介

御
初
穂
料
　
一
〇
〇
〇
円

仕
事
運
向
上
守

御
初
穂
料
　
一
〇
〇
〇
円
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